
　１．消防の広域応援体制　��������

（１）消防の相互応援協定
　市町村は、消防に関し必要に応じて相互に応援すべ
き努力義務がある（消防組織法第 39 条第１項）ため、
消防の相互応援に関して協定を締結するなどして、大
規模災害や特殊災害などに適切に対応できるようにし
ている。
　現在、全ての都道府県において、各都道府県下の全
市町村及び消防の一部事務組合等が参加した消防相互
応援協定（常備化市町村のみを対象とした協定を含
む。）が締結されている。

（２）広域消防応援体制の整備
　大規模災害や特殊災害などに対応するためには、市
町村又は都道府県の区域を越えて消防力の広域的な運
用を図る必要がある。このため、消防庁では、２に述
べる緊急消防援助隊の充実強化を図るとともに、大規
模・特殊災害や林野火災等において、空中消火、救助
活動、救急活動、情報収集、緊急輸送等の消防防災活
動全般にわたりヘリコプターの活用が極めて有効であ
ることから、効率的な運用を実施するため「大規模特
殊災害時における広域航空消防応援実施要綱」を策定
して、消防組織法第 44 条の規定に基づく応援要請の
手続の明確化等を図り、消防機関及び都道府県の保有
する消防防災ヘリコプターによる広域応援の積極的な

活用を推進している（第 ２-８-１ 表）。また、大規模な
林野火災が連続して発生したことを受けて、「林野火
災に対する警戒強化及び空中消火の積極的な活用につ
いて」（平成 29 年５月 10 日付け消防特第 104 号消防
庁特殊災害室長、消防広第 157 号消防庁広域応援室長
通知）を各消防本部に通知し、都道府県管轄内の消防
防災ヘリコプターだけでは対応できない場合には、よ
り迅速に他の都道府県の消防防災ヘリコプターの応援
を求めるとともに、自衛隊ヘリコプターの派遣につい
ても時機を逸することなく要請を行うなど、ヘリコプ
ターを大量投入して、被害拡大防止体制をより早期に
確立する要請スキームを明確化した。令和２年におい
ては、９月末までに広域航空消防応援の要請に至った
林野火災が４件発生しているが、早期の応援要請や自
衛隊ヘリコプターとの連携により、被害の拡大を最小
限に抑えている。
　今後も、消防防災ヘリコプターの広域的かつ効果的
な活用を行うため、大規模な災害が発生した場合にお
ける、各都道府県災害対策本部への航空運用調整班の
設置、迅速な情報収集活動を行うためのヘリサットシ
ステム及びヘリコプターテレビ電送システムの整備並
びに消防防災ヘリコプターの位置情報の把握及び効率
的な運用調整を行うためのヘリコプター動態管理シス
テムの活用を推進し、全国的な広域消防応援体制の更
なる充実強化を図る必要がある。

広域消防応援と緊急消防援助隊第８節
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　２．緊急消防援助隊　����������

（１）�緊急消防援助隊の創設と消防組織法改正による
法制化

ア　緊急消防援助隊の創設
　緊急消防援助隊は、平成７年（1995 年）１月 17 日
の阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、国内で発生した
地震等の大規模災害時における人命救助活動等をより
効果的かつ迅速に実施し得るよう、全国の消防機関相
互による援助体制を構築するため、全国の消防本部の
協力を得て、６月に創設された。
　この緊急消防援助隊は、平常時においては、それぞ
れの地域における消防責任の遂行に全力を挙げる一
方、ひとたび国内のどこかにおいて大規模災害が発生
した場合には、消防庁長官の求め又は指示により、全
国から当該災害に対応するための消防部隊が被災地に
集中的に出動し、人命救助等の消防活動を実施するシ
ステムである。
　発足当初、緊急消防援助隊の規模は、救助部隊、救
急部隊等からなる全国的な消防の応援を実施する消防
庁登録部隊が 376 隊、消火部隊等からなる近隣都道府
県間において活動する県外応援部隊が 891 隊、合計で
1,267 隊であった。平成 13 年１月には、緊急消防援助
隊の出動体制及び各種災害への対応能力の強化を行う
ため、消火部隊についても登録制を導入した。

　さらに、複雑・多様化する災害に対応するため、石
油・化学災害、毒劇物・放射性物質災害等の特殊災害
への対応能力を有する特殊災害部隊、消防防災ヘリコ
プターによる航空部隊及び消防艇による水上部隊を新
設したことから、８部隊、1,785 隊となった。

イ　平成 １5 年消防組織法改正による法制化
　東海地震をはじめとして、東南海・南海地震、首都
直下地震等の切迫性やNBCテロ災害等の危険性が指
摘され、こうした災害に対しては、被災地の市町村は
もとより当該都道府県内の消防力のみでは、迅速・的
確な対応が困難な場合が想定される。そこで、全国的
な観点から緊急対応体制の充実強化を図るため、消防
庁長官に所要の権限を付与することとし、併せて、国
の財政措置を規定すること等を内容とする消防組織法
の一部を改正する法律が、平成 15 年に成立し、平成
16 年から施行された。
（ア）法改正の主な内容
　法改正の主な内容は、緊急消防援助隊の法律上の明
確な位置付けと消防庁長官の出動の指示権の創設、緊
急消防援助隊に係る基本計画の策定及び国の財政措置
となっている。
（イ）法律上の位置付けと消防庁長官の出動指示
　創設以来、要綱に基づき運用がなされてきた緊急消
防援助隊は、この法改正により、消防組織法上明確に

林野火災
林野火災

以外の火災
風水害 爆発災害 地震災害 火山災害 航空機事故

その他の
災害

平成13 32 31 1
14 38 38
15 24 18 2 1 2 1
16 27 21 5 1
17 20 18 1 1
18 8 6 2
19 13 12 1
20 10 10
21 21 18 2 1
22 16 12 2 1 1
23 28 23 5
24 7 5 2
25 20 17 2 1
26 36 19 17
27 10 10
28 5 3 1 1
29 6 4 1 1
30 13 12 1

令和元 9 9
2 4 4
計 347 290 4 22 0 6 0 4 21

出動種別
年 出動実績

令和２年10月１日現在　　単位：件

第 ２-８-１ 表　�「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱」に基づく広域航空消防応援の出動実績�
（過去 ２0 年間）
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位置付けられた。また、東海地震等の大規模な災害で
２以上の都道府県に及ぶもの、NBC災害等の発生時
には、消防庁長官は、緊急消防援助隊の出動のため必
要な措置を「指示」することができるものとされた。
国家的な見地から対応すべき大規模災害等に対し、緊
急消防援助隊の出動指示という形で、被災地への消防
力の投入を国が主導で行おうとするものであり、東日
本大震災という未曾有の大災害に際し初めて行われ、
その後、平成 30 年７月豪雨、令和元年東日本台風（台
風第 19 号）及び令和２年７月豪雨による災害に対し
ても行われた。
（ウ）緊急消防援助隊に係る基本計画の策定等
　消防組織法上、総務大臣は基本計画を策定すること
とされた。
　この基本計画は、平成 16 年２月に策定され、緊急

消防援助隊を構成する部隊の編成と装備の基準、出動
計画、必要な施設の整備目標等を定め、策定当初は緊
急消防援助隊の部隊を平成 20 年度までに 3,000 隊登
録することを目標としていた。
（エ）緊急消防援助隊に係る国の財政措置
　消防庁長官の指示を受けた場合には、緊急消防援助
隊の出動が法律上義務付けられることから、出動に伴
い新たに必要となる経費については、地方財政法第
10 条の国庫負担金として、国が負担することとして
いる。
　また、基本計画に基づいて整備される施設の整備に
ついては、「国が補助するものとする」と法律上明記
されるとともに、対象施設及び補助率（２分の１）に
ついては政令で規定されている（第 ２-８-２ 表）。

（オ）緊急消防援助隊用装備等の無償使用
　緊急消防援助隊の活動上必要な車両・資機材等の装
備等のうち、地方公共団体が整備・保有することが費
用対効果の面から非効率なものについては、国庫補助
をしても整備の進展を期待することは難しい。大規模・
特殊災害時における国の責任を果たすためには、その
速やかな整備が必要な装備等もある。こうした装備等
については、国が整備し緊急消防援助隊として活動す
る人員の属する都道府県又は市町村に対して無償で使
用させることができることとした。

ウ　平成 ２0 年消防組織法改正による機動力の強化
　東海地震、東南海・南海地震、首都直下地震等の大
規模地震に対する消防・防災体制の更なる強化を図る
ため、緊急消防援助隊の機動力の強化等を内容とする
消防組織法の一部を改正する法律が平成 20 年に成立
し、施行された。

（ア）法改正の主な内容
　法改正の主な内容は、災害発生市町村において既に
活動している緊急消防援助隊に対する都道府県知事の
出動指示権の創設、消防応援活動調整本部の設置及び
消防庁長官の緊急消防援助隊の出動に係る指示要件の
見直しとなっている。
（イ）都道府県知事の出動指示権の創設
　都道府県の区域内に災害発生市町村が２以上ある場
合において、緊急消防援助隊行動市町村以外の災害発
生市町村の消防の応援等に関し緊急の必要があると認
めるとき、都道府県知事は、緊急消防援助隊行動市町
村において行動している緊急消防援助隊に対し、出動
することを指示することができるものとされた。これ
は、平成 16 年新潟・福島豪雨災害や平成 16 年新潟県
中越地震において、県内において市町村境界を越える
部隊の移動が行われたことなどを踏まえ、制度を整備
したものである。なお、都道府県境界を越える場合は、
２以上の都道府県に及ぶ調整となることから、消防庁

改正前 改正後

緊急消防援助隊要綱 消防組織法

緊急消防援助隊要綱 総務大臣の策定する基本計画

措置の求め
①措置の求め
②指示
（東海地震等大規模災害、NBC災害）

活動経費 特別交付税等

国庫負担金
（指示による活動の場合、活動による増
加経費・新規の経費については、国が負
担）

施設及び設備 奨励的補助金（補助率原則1/3） 義務的補助金（補助率1/2）

国有財産、物品の使用 有償貸付等 無償での使用許可

消防庁長官の関与

財
政
措
置
等

緊急消防援助隊の位置付け

編成、装備の基準、基本的な出動計画

第 ２-８-２ 表　平成 １5 年消防組織法改正による緊急消防援助隊の法制化
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長官が行うこととされた。
（ウ）消防応援活動調整本部の設置
　（イ）の都道府県知事の指示が円滑に行われるよう、
緊急消防援助隊が消防の応援等のために出動したとき
は、都道府県知事は、消防の応援等の措置の総合調整
等を行う消防応援活動調整本部（以下「調整本部」と

いう。）を設置するものとされた。調整本部は、都道
府県及び当該都道府県の区域内の市町村が実施する消
防の応援等のための措置の総合調整に関する事務及び
この総合調整の事務を円滑に実施するための自衛隊、
警察等の関係機関との連絡に関する事務をつかさどる
こととされた（第 ２-８-１ 図）。

（エ）�消防庁長官による緊急消防援助隊出動指示要件
の見直し

　活断層等により局地的に甚大な被害をもたらす地震
の危険性が指摘されている。緊急消防援助隊の指示対
象災害は、従来は２以上の都道府県に及ぶ大規模災害
のみとされていたが、１つの都道府県のみで大規模な
災害が発生した場合であっても、当該災害に対処する
ために特別の必要があると認められるときには、消防
庁長官は、災害発生市町村の属する都道府県以外の都
道府県の知事又は当該都道府県内の市町村の長に対
し、緊急消防援助隊の出動のため必要な措置をとるこ
とを指示することができるものとされた。また、平成
31 年３月には基本計画の改定により、大規模な災害
に対して、災害の状況、非常災害対策本部又は緊急災
害対策本部の設置状況、応援の必要性等を考慮し、必
要な措置をとることを指示するものとされ、消防庁長
官による緊急消防援助隊出動指示要件の判断要素が追
加された。

（２）緊急消防援助隊の編成及び出動計画等
　緊急消防援助隊の編成及び出動計画等については、

総務大臣が定める基本計画に定められているが、その
概要は以下のとおりである。

ア　緊急消防援助隊の編成
（ア）指揮支援部隊
　指揮支援部隊は、大規模災害又は特殊災害の発生に
際し、ヘリコプター等で緊急に被災地に赴き、災害に
関する情報を収集し、消防庁長官及び関係のある都道
府県の知事等に伝達するとともに、被災地における緊
急消防援助隊に係る指揮が円滑に行われるように支援
活動を行うことを任務としている。指揮支援部隊は、
統括指揮支援隊、指揮支援隊及び航空指揮支援隊によ
り編成される。
（イ）都道府県大隊
　都道府県大隊は、緊急消防援助隊の基本的な隊の集
合体であり、都道府県大隊指揮隊、消火中隊、救助中
隊、救急中隊、後方支援中隊、通信支援中隊、水上中
隊、特殊災害中隊及び特殊装備中隊のうち被災地にお
いて行う消防の応援等に必要な中隊をもって編成され
る（第 ２-８-２ 図）。

消防応援活動調整本部

本部長：都道府県知事

被災市町村職員

都道府県職員、都道府県内消防本部職員

緊急消防援助隊隊員

調整本部は、県内の部隊移動の総合調整を行うとともに、被災地の情報収集、関係
機関の活動の連絡調整を行い、知事の的確な判断を助ける。

第 ２-８-１ 図　消防応援活動調整本部の組織
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（ウ）航空部隊
　航空部隊は、被災地において航空に係る消防活動を
行うことを任務とし、航空小隊及び必要に応じて航空
後方支援小隊により編成される。
（エ）特別な部隊

　様々な隊からなる都道府県大隊とは別に、特別な任
務を行う部隊として、統合機動部隊、エネルギー・産
業基盤災害即応部隊、NBC災害即応部隊、土砂・風
水害機動支援部隊がある（第 ２-８-3 表）。

部隊名 部隊の任務 部隊を構成する隊

統合機動部隊

長官の出動の求め又は指示後、迅速に
出動し、被災地において消防活動を緊急
に行うとともに、都道府県大隊が後続する
場合に当該都道府県大隊の円滑な活動
に資する情報の収集及び提供を行うこと

統合機動部隊指揮隊、消火小隊３隊程度、救助
小隊３隊程度、救急小隊３隊程度、後方支援小隊
及び通信支援小隊

エネルギー・
産業基盤災害
即応部隊

石油コンビナート、化学プラント等エネル
ギー・産業基盤の立地する地域における
特殊災害に対し、高度かつ専門的な消
防活動を迅速かつ的確に行うこと

エネルギー・産業基盤災害即応部隊指揮隊、特
殊災害中隊（大容量送水ポンプ車、大型放水砲
搭載ホース延長車、大型化学車、大型高所放水
車及び泡原液搬送車を備えたもの）、消火中隊
（化学消防ポンプ自動車を備えたもの）を中心と
し、地域の実情に応じて、特殊装備小隊、後方支
援小隊、通信支援小隊及び水上小隊を加える。

NBC災害即応
部隊

ＮＢＣ災害に対し、高度かつ専門的な消
防活動を迅速かつ的確に行うこと

ＮＢＣ災害即応部隊指揮隊、毒劇物等対応小隊
を中心とし、地域の実情に応じて、後方支援小隊
等を加える。

土砂・風水害
機動支援部隊

土砂災害又は風水害に対し、他の都道
府県大隊等と連携し、重機等を用いた消
防活動を迅速かつ的確に行うこと

土砂・風水害機動支援部隊指揮隊、救助小隊（津
波・大規模風水害対策車及び救助工作車を備え
たもの）、特殊装備小隊（重機及び重機搬送車、
水陸両用車及び搬送車を備えたもの）、後方支援
小隊を中心とし、地域の実情に応じて、必要な小
隊を加える。

第 ２-８-3 表　特別な部隊の任務と編成

指揮支援隊長

指揮支援隊

指揮支援部隊長

都 道 府 県 大 隊

都道府県大隊を統括し、その活動管理を行う

大規模火災発生時の延焼防止等消火活動を行う

高度救助用資機材を備え、要救助者の検索、救助活
動を行う

高度救命用資機材を備え、救急活動を行う

各部隊の活動支援をするために、給水設備等を備えた
車両等により必要な輸送・補給活動を行う

毒劇物等災害、大規模危険物災害等特殊な災害に対
応するための消防活動を行う

水難救助隊、遠距離送水隊等特殊な装備を用いて消
防活動を行う

消防防災ヘリコプターを用いて消防活動を行う

消防艇を用いて消防活動を行う

都道府県大隊指揮隊

消火中隊

救助中隊

救急中隊

後方支援中隊

通信支援中隊

水上中隊

特殊災害中隊

特殊装備中隊

航空指揮支援隊長

航空指揮支援隊 航 空 部 隊

都 道 府 県 大 隊

指揮支援部隊

統括指揮支援隊

都道府県大隊長

通信確保を可能とする設備等を備えた車両等により
通信の確保等に関する支援活動を行う

消火小隊 消火小隊 ・・・

救助小隊 救助小隊 ・・・

救急小隊 救急小隊 ・・・

・・・後方支援小隊 後方支援小隊

通信支援小隊 通信支援小隊 ・・・

航空後方支援小隊

航空小隊

水上小隊 水上小隊 ・・・

特殊災害小隊 特殊災害小隊・・・

特殊装備小隊 特殊装備小隊 ・・・

（被災現場で指揮活動。代表消防機関の職員）

（被災市町村の消防

本部で指揮支援）

指揮支援隊

ヘリコプター等で迅速に現地に赴き、被災状
況の把握、消防庁との連絡調整、現地消防
機関の指揮支援を行う

指揮支援部隊

・・・

・・・ヘリベースにおいて、必要な輸送・補給活動を行う（ヘリベースで航空

部隊の指揮支援）

（都道府県庁の消防応援活

動調整本部で指揮支援）

第 ２-８-２ 図　緊急消防援助隊の部隊編成
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イ　出動計画
（ア）基本的な出動計画
　大規模災害等の発災に際し、消防庁長官は情報収集
に努めるとともに、被災都道府県知事等と密接な連携
を図り、緊急消防援助隊の出動の要否を判断し、消防
組織法第 44 条の規定に基づき、出動の求め又は指示
の措置をとることとされている。この場合において迅
速かつ的確な出動が可能となるよう、あらかじめ出動
計画が定められている。
　具体的には、災害発生都道府県ごとに、その隣接都
道府県を中心に応援出動する都道府県大隊を「第一次
出動都道府県大隊」とし、災害の規模により更に応援
を行う都道府県大隊を「出動準備都道府県大隊」とし
て指定している。
（イ）大規模地震発生時における迅速出動基準
　大規模地震発生時には、通信インフラ等の障害発生
や全体の被害状況把握に相当の時間を要することなど
が想定され、応援の要請等が早期に実施できないこと
も考えられる。
　このため「消防組織法第 44 条に基づく緊急消防援
助隊の出動の求め」の準備行為を、消防庁長官が全国
の都道府県知事及び市町村長にあらかじめ行ってお
き、大規模地震の発生と同時に出動することなどを内
容とする「大規模地震における緊急消防援助隊の迅速
出動に関する実施要綱」を平成 20 年７月に策定した。
なお、平成 27 年３月、同実施要綱は「緊急消防援助
隊の応援等の要請等に関する要綱」に規定した。
（ウ）南海トラフ地震等における出動計画
　南海トラフ地震、首都直下地震、東海地震等の大規
模地震については、複数の都道府県に及ぶ著しい地震
被害が想定され、第一次出動都道府県大隊及び出動準
備都道府県大隊だけでは消防力が不足すると考えられ
ることから、全国規模での緊急消防援助隊の出動を行

うこととしている。
　そのため、南海トラフ地震、首都直下地震等を想定
して、中央防災会議における対応方針・被害想定等を
踏まえ、それぞれの発災時における緊急消防援助隊ア
クションプランを策定している（第 ２-８-3 図）。
　例えば、南海トラフ地震の場合、平成 28 年３月に
策定した南海トラフ地震における緊急消防援助隊アク
ションプランにおいて、被災の状況等を踏まえ、あら
かじめ作成した４パターンの応援編成計画に基づき、
重点受援県に指定されている 10 県以外の 37 都道府県
の応援先を決定し、応援可能な全ての緊急消防援助隊
を一斉に迅速投入することとしている。なお、令和２
年５月に南海トラフ地震における具体的な応急対策活
動に関する計画が改定されたことに伴い、南海トラフ
地震における緊急消防援助隊アクションプランについ
ても、令和２年７月に改定を行い、従前に想定してい
たマグニチュード９クラスの地震だけでなく、マグニ
チュード８クラスの地震も想定し、緊急消防援助隊を
柔軟に運用できるようにしたほか、後発地震発生時の
対応について新たに規定した。
　また、平成 29 年３月に策定した首都直下地震にお
けるアクションプランにおいても、受援都道府県に指
定されている４都県以外の 43 道府県の応援先を決定
し、応援可能な全ての緊急消防援助隊を一斉に迅速投
入することとしている。
　なお、東海地震については、前述の南海トラフ地震
における緊急消防援助隊アクションプランの改定によ
り、南海トラフ地震の想定震源断層域の全体が破壊さ
れるマグニチュード９クラスの地震だけでなく、一部
の領域で割れが生じるとされるマグニチュード８クラ
スの地震への対応についても規定されたことから、（暫
定版）東海地震における緊急消防援助隊アクションプ
ランの運用を停止した。
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（エ）NBC災害における運用計画
　NBC災害により多数の負傷者が発生した場合にお
いては、被災地を管轄する消防機関及び被災地が属す
る都道府県内の消防機関だけでは、消防力が不足する
と考えられることに加え、高度で専門的な消防活動を
迅速かつ的確に行う必要性があることから、特別な運
用計画を定め、当該運用計画に基づき、迅速にNBC
災害即応部隊等が出動することとしている。
（オ）都道府県等における応援計画
　各都道府県は、当該都道府県内の緊急消防援助隊の
登録状況を踏まえて、都道府県大隊等の編成、集結場
所、情報連絡体制等、緊急消防援助隊が迅速に被災地
に出動するに当たって必要な事項についての計画とし
て都道府県内の消防機関と協議の上、「緊急消防援助
隊応援等実施計画」を策定している。

ウ　受援計画
　各都道府県は、自らが被災地となる場合を想定して、
平時から調整本部及び航空運用調整班の運営方法をは
じめ、進出拠点、宿営場所、燃料補給基地等、緊急消
防援助隊の受入れに当たって必要な事項についての計

画として、都道府県内の消防機関と協議の上、「緊急
消防援助隊受援計画」を策定している。
　また、各消防本部についても、同様に自らの地域に
おいて緊急消防援助隊を受入れるため、都道府県が策
定する受援計画及び都道府県地域防災計画の内容と整
合性を図りつつ受援計画を策定する必要がある。

（３）緊急消防援助隊の登録隊数及び装備
ア　登録隊数
　緊急消防援助隊は、消防組織法第 45 条第４項の定
めにより、都道府県知事又は市町村長の申請に基づき、
消防庁長官が登録することとされている。
　平成７年（1995 年）９月に 1,267 隊で発足した緊急
消防援助隊は、その後、災害時における活動の重要性
がますます認識され、令和２年４月１日現在では全国
723 消防本部（全国の消防本部の約 99％）等から 6,441
隊の登録となり、発足当初の約５倍まで増加した（附
属資料 ２-８-１、第 ２-８-4 図）。
　なお、平成 31 年３月には、東日本大震災を上回る
被害が想定される南海トラフ地震、首都直下地震等の
大規模災害に備え、大規模かつ迅速な部隊投入のため

【指揮支援部隊】

災害発生

①から③以外の災害

①南海トラフ地震
②首都直下地震
③NBC災害

【②首都直下地震】

１ 東京23区の区域において震度６強以上が観測された場合
２

適用基準

基 本 的 な 出 動 計 画

【第一次出動都道府県大隊】

１ 被災想定都道府県に対し、近隣の４都道府県を指定
２ 災害発生地及び災害規模等を考慮し、必要な都道府県に対し出動要請を

行う

１ 被災想定都道府県に対し、統括指揮支援隊1隊・指揮支援隊5隊を指定
２ 災害発生地及び災害規模等考慮し、必要な指揮支援隊に出動要請を行う

【出動準備都道府県大隊】

１ 被災想定都道府県に対し、近隣の12都道府県を指定（前述の4都道府県を
除く。）

２ 第一次出動都道府県大隊で不足する場合、必要に応じ出動要請を行う

１ 被災想定都道府県に対し、10航空小隊を指定

２ 災害発生地及び運航可能機体等を考慮し、必要な航空小隊に対し出動要
請を行う

【第一次出動航空小隊】

【出動準備航空小隊】

１ 被災想定都道府県に対し、12航空小隊を指定（前述の10航空小隊を
除く。）

２ 第一次出動航空小隊で不足する場合、必要に応じ出動要請を行う

【③ＮＢＣ災害】

ＮＢＣ災害又はＮＢＣの発散が疑われる災害が発生し、多数の負傷者が見込まれ、ＮＢＣ災害の対処能力
や迅速性の観点から消防庁長官がＮＢＣ災害即応部隊の出動が必要と認めた場合

【①南海トラフ地震】

１ 発生した地震の震央地名が、南海トラフ地震の想定震源断層域と重なる地名のいずれかに該当し、
かつ次のいずれかの条件を満たす場合

⑴ 発生した地震により中部地方、近畿地方及び四国・九州地方の３地域のいずれにおいても、震度６強
以上が観測された場合又は大津波警報が発表された場合

⑵ 発生した地震がマグニチュード8.0 以上の場合（南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表さ
れる可能性がある場合）

２ 上記１の条件を満たす地震が発生した場合のほか、本アクションプランに基づき緊急消防援助隊を運
用することにより、迅速かつ的確な対応が可能であると消防庁長官が判断した場合

上記１の条件を満たす地震が発生した場合のほか、首都直下地震の被害と同程度の被害が見込ま
れ、又はアクションプランに基づき緊急消防援助隊を運用することにより、迅速かつ的確な対応が可
能であると消防庁長官が判断した場合

第 ２-８-3 図　緊急消防援助隊の基本的な出動とアクションプラン
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の体制整備が不可欠であることから、基本計画を改正
し、令和５年度末までの登録目標隊数を、おおむね
6,000 隊からおおむね 6,600 隊へと増隊することとした。

イ　装備等
　緊急消防援助隊の装備等については、発足当初から、
消防庁において基準を策定するとともに、平成 15 年
の法制化以降は、基本計画でこれを定め、その充実を
図ってきた。平成 18 年からは緊急消防援助隊設備整
備費補助金により国庫補助措置を講じ、災害対応特殊
消防ポンプ自動車、救助工作車、災害対応特殊救急自
動車等及び活動部隊が被災地で自己完結的に活動する
ために必要な支援車並びにファイバースコープ等の高
度救助用資機材等の整備を推進している。
　また、消防組織法第 50 条の規定による国有財産等
の無償使用制度を活用し、エネルギー・産業基盤災害
対応型消防水利システム、津波・大規模風水害対策車、

拠点機能形成車等、緊急消防援助隊の部隊活動及び後
方支援活動に必要な装備等の一部を消防本部等に配備
している（第 ２-８-4 表）。
　さらに、平成 23 年度に創設された緊急防災・減災
事業債（100％充当、交付税率 70％）において、平成
25 年度から新たに「緊急消防援助隊の機能強化を図
るための車両資機材等」及び「緊急消防援助隊の救助
活動等拠点施設」にも対象事業が拡大された。
　平成 26 年度には「消防防災施設整備費補助金」の
補助対象として、ヘリコプター離着陸場、資機材保管
等施設及び自家給油施設等から構成される救助活動等
拠点施設が加えられ、緊急消防援助隊が自立的に救助
活動を行える拠点施設の整備を促進している。
　消防庁では、緊急消防援助隊の効率的な活動を実施
するため、引き続き計画的な装備等の充実強化を図る
こととしている。

第 ２-８-4 図　緊急消防援助隊登録部隊の推移

（備考）　※の数字は重複登録隊数を除く隊数。
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※5,978隊
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※6,258隊

令和2年4月
※6,441隊

航空後方支援小隊
（平成31年4月創設）

航空指揮支援隊
（平成31年4月創設）

NBC災害即応部隊指揮隊
（平成31年4月創設）

土砂・風水害機動支援部隊指揮隊
（平成31年4月創設）

指揮支援隊

統合機動部隊指揮隊
（平成27年4月新設）

エネルギー･産業基盤災害即応部隊指揮隊
（平成27年4月新設）

都道府県大隊指揮隊
（平成16年4月新設）

水上小隊
（平成13年1月新設）

航空小隊
（平成13年1月新設）

特殊装備小隊
（平成16年4月新設）

特殊災害小隊
（平成13年1月新設）

通信支援小隊
（平成26年4月新設）

その他の小隊

後方支援小隊

救急小隊

救助小隊

消火小隊

（登録隊数）
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（４）緊急消防援助隊の活動
ア　�平成７年（１995 年）から令和２年 １0 月末までの
出動状況

　平成７年（1995 年）に創設された緊急消防援助隊は、
平成８年（1996 年）12 月に新潟県・長野県の県境付
近で発生した蒲原沢土石流災害への出動を皮切りに、
平成 16 年４月の改正消防組織法施行までの間、合計
10 回出動した。
　以降、平成 16 年新潟県中越地震、平成 17 年 JR 西
日本福知山線列車事故、平成 23 年東日本大震災、平
成 28 年熊本地震、平成 29 年７月九州北部豪雨、平成
30 年７月豪雨、令和元年東日本台風（台風第 19 号）、
令和２年７月豪雨等、令和２年 10 月末までの間に合
計 31 回出動し、多くの人命救助を行った（附属資料
２-８-２）。

イ　令和元年中の活動状況
（ア）令和元年８月の前線に伴う大雨による災害
　８月 28 日、前線と湿った空気の影響で、九州北部
地方を中心に記録的な大雨となり、河川の氾濫による
浸水害が発生した。同日、佐賀県知事からの要請に基
づき、消防庁長官の求めを受けた熊本県の緊急消防援
助隊が出動した。
　陸上隊は、地元消防機関、警察、自衛隊と連携し、
浸水地域の安否確認及び孤立者の救助活動を行い、11
人を救助した。また、浸水地域の排水活動の妨げになっ
ていた鉄工所から流出した焼き入れ油の除去活動を実
施した。航空小隊は、上空から被災状況の情報収集活
動を実施するとともに、ヘリサットシステムを活用し
て消防庁等に最新の情報を提供した。
（イ）令和元年東日本台風（台風第 19 号）
　10 月 13 日、令和元年東日本台風（台風第 19 号）
の影響等による大雨で、各地で複数の河川が氾濫、決
壊し、多くの地域で浸水害、土砂崩れが発生した。
　発災後、宮城県、福島県及び長野県知事からの要請
に基づき、消防庁長官の求め又は指示を受けた、14
都道県の緊急消防援助隊が出動した。
　なお、平成 31 年３月に改定した基本計画を踏まえ、
災害の状況、令和元年 10 月 13 日の政府の非常災害対
策本部の設置、応援の必要性等を考慮し、15 日に緊
急消防援助隊の一連の出動について、消防庁長官の指
示によるものとした。
　陸上隊は、河川氾濫による浸水地域や土砂崩れに
よって押し流された住宅地等で救命ボート、重機等を

（備考）※については予定

配備年度 配備車両等 配備数

平成17 　ヘリコプター 1機

　大型ブロアー装置搭載車 5台

　ウォーターカッター装置搭載車 5台

19 　大型除染システム搭載車 5台

　特別高度工作車 5台

　燃料補給車 6台

　ヘリコプター動態管理システム 8式

　特殊災害対応自動車 10台

　特別高度工作車 9台

　大型除染システム搭載車 8台

　燃料補給車 2台

　海水利用型消防水利システム 2式

　ヘリコプター動態管理システム 2式

　赤外線カメラ 1機

　支援車Ⅰ型 47台

　海水利用型消防水利システム 3式

23 　ヘリコプター 2機

　人員輸送車 47台

　資機材搬送車 46台

　全地形対応車 1組

　無線中継車 21台

　大規模震災用高度救助車 3組

　重機及び重機搬送車 19組

　都道府県指揮隊車 45台

　燃料補給車 30台

　支援車Ⅰ型 17台

　海水利用型消防水利システム 1式

　特殊災害対応自動車 1台

　特殊災害工作車 2台

　大型除染システム搭載車 4台

　ヘリコプター動態管理システム 11式

　ヘリサットシステム 1式

　拠点機能形成車 6台

　津波・大規模風水害対策車 15台

　機動連絡車 33台

　ヘリコプター 2機

　ヘリコプター動態管理システム 4式

　ヘリサットシステム 4式

　ヘリサット用カメラ 3式

　拠点機能形成車 4台

　津波・大規模風水害対策車 2台

　エネルギー・産業基盤災害対応型消防水利システム 2式

　ヘリコプター動態管理システム 4式

　拠点機能形成車 2台

　津波・大規模風水害対策車 2台

　エネルギー・産業基盤災害対応型消防水利システム 2式

　消防活動用偵察システム（無人ヘリ） 2式

　重機及び重機搬送車 3組

　大型除染システム搭載車 1台

　ヘリコプター動態管理システム 6式

　拠点機能形成車 2台

　津波・大規模風水害対策車 3台

　エネルギー・産業基盤災害対応型消防水利システム 2式

　大型除染システム搭載車 1台

　ヘリコプター動態管理システム 5式

　拠点機能形成車 2台

　エネルギー・産業基盤災害対応型消防水利システム 2式

　無線中継車 3台

　大型除染システム搭載車 1台

　燃料補給車 9台

　ヘリテレ受信機 23式

　拠点機能形成車 6台

　津波・大規模風水害対策車 6台

　エネルギー・産業基盤災害対応型消防水利システム 4式

　情報収集活動用ドローン 18式

　化学剤遠隔検知装置 3台

　津波・大規模風水害対策車 6台

　中型水陸両用車及び搬送車 5台

　拠点機能形成車 1台

　重機及び重機搬送車 16台

　高機能救命ボート 36艇

　津波・大規模風水害対策車 13台

　中型水陸両用車及び搬送車 1台

　大型水陸両用車及び搬送車 1台

　拠点機能形成車 1台

　情報収集活動用ドローン 15式

　重機及び重機搬送車 12台

　高機能救命ボート 29艇

　水上オートバイ 6艇

　ヘリコプター 1機

２
※

令和元

30

25

18

20

24

22

21

29

28

27

26

第 ２-８-4 表　�消防組織法第 50 条の無償使用制度によ
る主な配備車両等
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活用し、孤立者の救助や行方不明者の捜索を行った。
また、航空小隊は、情報収集及び孤立地域等からの救
助活動を行った。
　緊急消防援助隊の６日間にわたる活動により、171
人を救助した。

ウ　令和２年中の活動状況
（ア）令和２年７月豪雨
　７月３日から８日までにかけて、梅雨前線が同じよ
うな場所に停滞し、温かく湿った空気が流れ込み続け
たため、西日本から東日本にかけての広い範囲で大雨
となり、各地で河川が氾濫、決壊し、多くの地域で浸
水害、土砂崩れが発生した。
　発災後、熊本県、長野県、宮崎県及び島根県知事か
らの要請に基づき、消防庁長官の求め又は指示を受け
た、14 県の緊急消防援助隊が出動した。
　なお、基本計画の規定を踏まえ、災害の状況、同月
５日の政府の非常災害対策本部の設置、応援の必要性
等を考慮し、同日に緊急消防援助隊の一連の出動につ
いて、消防庁長官の指示によるものとした。
　陸上隊は、ドローンや水陸両用バギー、重機を活用
しながら、捜索・救助活動及び浸水した地域での安否
確認等を行った。また、航空小隊は、情報収集及び孤
立地域等からの救助活動を行った。
　緊急消防援助隊の 12 日間にわたる活動により、369
人を救助した。

（５）緊急消防援助隊の訓練
ア　全国合同訓練
　大規模災害時における緊急消防援助隊の指揮・連携
能力の向上を図るためには、平時からの緊急消防援助
隊としての教育訓練が重要となる。
　緊急消防援助隊が発足した平成７年（1995 年）には、
東京都江東区豊洲において、天皇陛下の行幸を賜り、
98 消防本部、1,500 人の隊員による全国合同訓練が初
めて行われ、現在までに５回実施されている。平成
12 年（2000 年）には第２回目を東京都江東区有明に
おいて実施した。
　第３回全国合同訓練（平成 17 年）は、静岡県にお
いて、緊急消防援助隊法制化以降初の全国訓練として、
基本計画に基づき「東海地震における緊急消防援助隊
アクションプラン」の検証を兼ねて実施し、参集及び
活動体制について総合的な検証を行った。
　第４回全国合同訓練（平成 22 年）は、愛知県・和

歌山県・徳島県において、東南海・南海地震を想定し、
初めてとなる全国規模の図上訓練を実施するととも
に、「東南海・南海地震における緊急消防援助隊アク
ションプラン」に基づく参集、活動体制等について総
合的な検証を行った。
　第５回全国合同訓練（平成 27 年）は、千葉県にお
いて、南海トラフ地震や首都直下地震などの大規模災
害への対応力を強化するため、広範囲での複合的な災
害を想定し、全国から陸路による進出のほか、自衛隊
の輸送機や民間フェリー・航空機などにより参集し、
陸路での迅速な進出が困難な場合における対応につい
て検証を行った。

イ　地域ブロック合同訓練
　隊員の技術向上と部隊間の連携強化を目的に、平成
８年度（1996 年度）から毎年全国を６つのブロックに
区分してブロックごとに合同訓練が行われており、平
成 15 年の消防組織法による法制化以降は、基本計画
において、地域ブロック合同訓練を定期的に実施する
ことが明記された。
　消防庁としては、訓練実施経費の一部を国費として
負担するとともに、ブロックごとに設置される実行委
員会と協力し、各消防本部等の参加を得て訓練を実施
しており、消防大学校における教育訓練と併せて、引
き続き緊急消防援助隊のより実践的な教育訓練の充実
を図ることとしている（附属資料 ２-８-3）。
　令和２年度は新型コロナウイルス感染症対策のため、
当該訓練の実施方針を一部変更し、都道府県をまたい
だ大規模な移動、宿営を伴う実動訓練は中止し、感染
症対策を講じた図上訓練を実施したほか、一部のブ
ロックでは感染症対策を徹底した上で小規模な実動訓
練を実施するなど、規模を大幅に縮小して実施した。

（６）今後の取組
　東日本大震災を上回る被害の発生が懸念されている
南海トラフ地震、首都直下地震等に備え、長期に及ぶ
消防応援活動への対応及び大規模かつ迅速な部隊投入
のための体制等の整備が不可欠であり、緊急消防援助
隊の役割は一層重要性を増している。緊急消防援助隊
創設以来、最大規模かつ最も長期に及んだ東日本大震
災における部隊展開の経験等を貴重な教訓とし、引き
続き以下の取組を積極的に進め、ハード・ソフトの両
面において緊急消防援助隊の活動能力の向上を図るこ
ととしている。
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ア　消防庁のオペレーション能力向上
　緊急消防援助隊を的確に運用することは、消防庁の
重要な任務である。そのためには、大規模災害・特殊
災害等発生時に、消防庁自体の初動対応が重要であり、
ICT（情報通信技術）を活用するなど迅速な情報収集
等に努め、可能な限り災害の規模、被害状況等あらゆ
る情報を把握して緊急消防援助隊に的確にフィード
バックすることが求められる。したがって、図上訓練
等の実施により、日頃から緊急消防援助隊の出動の要
否、派遣地域、必要な部隊規模・種類の判断など、消
防庁としてのオペレーション能力の向上を引き続き
図っていく。

イ　部隊登録の計画的推進
　南海トラフ地震、首都直下地震等の大規模災害に対
応するため、令和５年度末の登録目標であるおおむね
6,600 隊に向けて、隊種ごとの各都道府県の目標登録
隊数を設け、登録推進に取り組んでいる。
　また、緊急消防援助隊設備整備費補助金及び消防組
織法第 50 条の規定による国有財産等の無償使用制度
等を活用しつつ、緊急消防援助隊登録部隊における車
両・資機材の充実強化を引き続き進めていく。

ウ　訓練の推進
　緊急消防援助隊が迅速かつ効果的に活動するために
は、速やかに応援部隊を編成して被災地に出動し、各
部隊が一元的な指揮体制の下に連携した活動を実施す
る必要がある。このため、消防庁では、次回令和３年
度に開催することを予定している全国合同訓練や毎年
実施されている地域ブロック合同訓練において、実践
的な訓練を推進するとともに、各都道府県及び各消防
機関においても、平時から各種防災訓練等の機会も活
用し、様々な状況を想定した図上訓練、消防応援活動
調整本部運営訓練、大規模な参集・集結訓練、自衛隊・
警察・海上保安庁・DMAT等の関係機関と連携した
訓練等を実施するなど、緊急消防援助隊の活動に即し
た各種の訓練を推進していく。
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緊急消防援助隊アクションプランについて���

　一般的に、緊急消防援助隊の都道府県大隊（陸上
隊）は、応援の必要がある都道府県に隣接する４都
道府県が第一次的に応援出動を行い、それでも消防
力が不足する場合には、更に近隣の 12 都道府県（前
述の４都道府県を除く。）から応援出動を行う。
　なお、航空小隊も都道府県大隊と同様の考え方で
応援出動を行う。
　しかしながら、南海トラフ地震や首都直下地震等
の大規模地震については、これらの隊だけでは消防
力が不足すると考えられることから、消防庁長官が
別に当該地震ごとにアクションプランを定め、全国
規模で緊急消防援助隊を出動させ、被災地において
迅速・的確に活動できるようにしている。

�南海トラフ地震における緊急消防援助隊アク
ションプランの改定の背景����������

　南海トラフ地震における緊急消防援助隊アクショ
ンプラン（以下「南海トラフAP」という。）は、
平成 27 年３月 30 日に中央防災会議幹事会で決定し
た南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に
関する計画（以下「具体計画」という。）の内容を
踏まえ、平成 28 年３月 29 日に策定された。
　令和２年５月 29 日、具体計画が改定され、南海
トラフ地震の想定震源断層域の全体が破壊されるマ
グニチュード９クラスの地震だけでなく、一部の領
域で割れが生じるとされるマグニチュード８クラス
の地震を含めた対応が新たに盛り込まれた。
　このことを受け、南海トラフAPにおいても、従
前に想定していたマグニチュード９クラスの地震だ
けでなく、マグニチュード８クラスの地震も想定し、
緊急消防援助隊を柔軟に運用できるようにしたほ

か、後発地震発生時の対応について新たに規定する
など、改定を行った。

改定後の南海トラフAPの特徴� ������

（１）�南海トラフ地震発生後、応援可能な全ての緊
急消防援助隊（重点受援県＊１の陸上隊を除
く。）を一斉に迅速投入。重点受援県の陸上
隊は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警
戒）＊２が発表されている間（対象地震発生か
ら１週間）は自県で活動し、これが解除され
た場合は、自県の被害状況、災害対応状況及
び緊急消防援助隊の活動状況等を踏まえ、出
動可能な隊は出動（第 ２-８-５ 図）。

（２）�被害想定＊３を踏まえあらかじめ作成してい
る４パターンの応援編成計画（都道府県大隊
及び航空小隊のそれぞれにおいて作成）に基
づき、迅速に応援先を決定。

（３）�被害状況等（重点受援県以外の受援、応援の
必要がない重点受援県の発生）に応じて柔軟
に応援先を変更。

（４）�想定上、大きな被害が見込まれない都道府県
の都道府県大隊に対して、南海トラフAPの
適用と同時に出動指示を行い、初動時の迅速
性を確保。

（５）�フェリーによる進出や自衛隊機による緊急消
防援助隊車両の輸送等、多様な進出手段をあ
らかじめ想定し、交通途絶や遠方からの迅速
な進出等に対処。

（６）�後発地震発生時には、後発地震による被害状況、
先発地震の被災地の状況等を踏まえ、必要に
応じて応援先の変更や部隊の移動等を実施（第
２-８-６図）。

南海トラフ地震における
緊急消防援助隊アクションプランの改定コラム

�
＊１� �重点受援県：南海トラフ地震発生時において主として応援を受ける都道府県（静岡県、愛知県、三重県、和歌山県、徳島県、香川

県、愛媛県、高知県、大分県及び宮崎県の 10 県）をいう。
＊２� �南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）：南海トラフ地震防災対策推進基本計画（平成 ２６ 年３月中央防災会議）において、気象

庁が想定震源域内のプレート境界でモーメントマグニチュード ８.0 以上の地震が発生したと評価した場合に発表されると規定され
ている。これが発表された場合、後発地震に備えるため、対象地震発生から１週間、南海トラフ地震防災対策推進地域では警戒す
る措置をとることとされている。

＊３� �被害想定：南海トラフ地震発生時に想定される地震動と津波に基づき算定された具体的な被害（死者数、建物倒壊棟数等）の想定
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第 ２-８-５ 図　�出動のイメージ�
（マグニチュード８クラスの地震が発生した場合）

緊急消防援助隊の応援が必要な都道府県

被害が小さい重点受援県

自都道府県の被害状況に応じて出動する都道府県

想定上、大きな被害が見込まれない
都道府県

１週間は自県で警戒（陸上隊）

M８クラスの地震

出動可能な場合は出動

速やかに出動

速やかに出動

出動可能な場合は出動（航空小隊）

第 ２-８-６ 図　�部隊の移動のイメージ�
（先発地震の被災地で活動中にマグニチュード８クラスの後発地震が発生した場合）

先発地震

M８クラスの後発地震

引揚げ

継続して活動

部隊の移動

部隊の移動

先発地震により消防の応援を受けている都道府県

後発地震により緊急消防援助隊の応援が必要な都道府県

自都道府県の被害状況に応じて出動する都道府県

想定上、大きな被害が見込まれない都道府県
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